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いいだ かつみ

～１５０箇所の軽微な異常が見つかるも応急的な措置が必要な箇所はゼロ箇所～

よしだ まさと

山口河川国道事務所ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/

国土交通省中国地方整備局

山口河川国道事務所

平成27年4月23日木曜日に佐波川の国管理区間：防府市西浦～山口市徳地堀ま
で（河川延長 ２６．２Km）の堤防点検を実施しました。
点検延長は５２．４Km（２６．２Km×２（左右岸））

点検は、国土交通省職員２２人、防災エキスパート６人の計２８人で行いました。

点検の結果、１５０箇所の軽微な異常を確認しましたが、応急的な措置が必要な箇
所はありませんでした。

異常を確認した箇所については定期的に経過観察を行い、計画的な補修を行って
いきます。

今後も巡視による施設点検を行い、堤防や護岸・河川管理施設が安全・安心に保
たれるよう努めてまいります。

裏面をご覧下さい。

○

○

点検結果速報

佐波川堤防点検の結果

○

○

○



１．実施日時 平成２７年４月２３日（木）9:00～17:00

２．点検範囲 佐波川国管理区間 延長L=２６．２Km
防府市西浦～山口市徳地堀まで

点検延長L=５２．４Km（２６．２Km×２（左右岸））

３．点検結果 軽微な異常箇所 １５０箇所（前回１９５箇所（平成26年4月23日））

・応急的な措置が必要な箇所・・・・・なし

・軽微な異常を確認した箇所については、定期的に経過観察を

行い、計画的な補修を行っていきます。

佐波川堤防点検

※点検結果箇所には、ゴミの不法投棄及び不法係留も含まれています。

平成27年4月23日(木)

異状箇所数

右のうち
応急的な措
置が必要な
箇所数

堤防本体 法崩れ・亀裂・濁水 26 0

護岸
吸い出し・隙間・目地開き・
クラック・陥没・腹だし・崩
れ・洗掘

37 0

根固め 流出・沈下・破損 3 0

本体：亀裂・陥没部・空同
音・漏水等胸壁等：ｸﾗｯｸ・継
目・取付水路の状況
管理橋等：塗装・床版・手摺
等のゆるみ等
取付護岸：法面のゆるみ・ｸ
ﾗｯｸ・腹出し・抜石・吸出し・
陥没

23 0

占用物件関係 3 0

その他 不法占用（船等） 25 0

その他 33 0

150 0

点検結果

合計

樋門等構造物

項目 状態



出発式

排水溝出口の堆砂状況確認

※防災エキスパートとは

阪神・淡路大震災を契機に、災害時におけるボランティアの果たす役割の重要性が認
識され、平成８年１月に公共土木施設等の被害情報の迅速な収集等をボランティアとし
て行う「防災エキスパート制度」が発足されました。これまでに地方整備局・北海道開
発局、沖縄総合事務局において約５，５00名が登録されており、地方公共団体におい
ても制度が発足しています。


